
行政手続法第５条第１項の規定に基づく都市計画法第５３条第１項の規

定による建築の許可に係る審査基準におけるただし書「事業の施行が近い将

来に見込まれる区域等」について，平成２２年６月４日に公告した「事業の

施行が近い将来に見込まれる区域等」のうちⅠ・Ⅲ・４９号久世梅津北野線

の名称を３・３・１４０号久世梅津北野線と変更し，合わせて区域の変更を

行うので次のとおり公告し，平成２３年１月２０日の許可申請分から適用し

ます。 

なお，同区域については，都市計画課窓口にて閲覧できます。 

平成２２年１２月２０日 

京都市長 門川 大作   

１ 事業の施行が近い将来に見込まれる区域等 

都市計画番号 都市計画施

設名 

区間又は町名 延長又は 

面積 

備考

３・３・１４０号 久世梅津北

野線 

西京区桂上野西町～

右京区梅津北町 

約８００ｍ  

２ 閲覧場所 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市都市計画局都市企画部都市計画課 

３ 問い合わせ先 

京都市都市計画局都市企画部都市計画課 

電話番号 ０７５－２２２－３５０５ 

（都市計画局都市企画部都市計画課） 


